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令和元年９月１３日 

 

      （一社）日本電設工業協会  

人材委員会 働き方改革専門委員会 

 

働き方改革 フォローアップ調査（令和元年） 

 結果概要 

 

 本会では昨年（2018年）4月 23日に現場管理社員に長時間労働の是正を含めた働き方

改革の実現に向けるため策定した「働き方改革に向けた基本方針」をもとに取り組みを

進めている中、労働基準法の改正が本年 4月 1日より施行され、５年間の猶予はあるも

のの建設業においても時間外労働の罰則付き上限規制が導入され、その対応が急がれる。 

 本会員は電気工事業を専業とする大、中小企業と幅広い会員により構成されており、

初回フォローアップ調査では本会員の施工状況も含め取組みの状況の再確認を行った。 

 本年（2019年）1月～２月にかけて実施した調査の企業会員をもとにした結果概要は

次の通りである。 

 

＜調査方法＞ 

・今回の調査は、２０１８年１１月度の内線工事部門の状況について正会員である企

業会員２９７社を対象に実施し、１２１社から回答（回収率４１％）を得た。 

・また同時に各地域の状況も把握するため、企業会員が有する全国主要拠点（副企業

会員８９社）および団体会員（都道府県協会等）に加入する主要企業８９社より限

定項目での調査も行った。 

  ※ 各表での比率(％)は、特記のないものは回答企業数の割合を示す。 

 

 

＜調査結果＞ 

１．本会員の施工（内線工事部門）現況 

 1) 在籍技術者数  ５０名以下が主で５２％を占める。 

  

 2）年間受注高   5億円～50億円が主（54％）であるが、受注高に幅がある。 

  

 3) 受注する工事  ・500万円未満の工事 66％ 

  （※件数割合）  ・元  請：52％  下  請：48％ 

          ・新  築：24％  保守改修：73％  その他：3％ 

           ・公共工事：22％  民間工事：78％ 

 

 

２．就業規則上の労働条件の現況 

  1）休日の取扱い 

 就業規則上で完全週休二日を取入れているのは６４％であり、これは建設業全体の値

（平成 29年 厚労省就労条件総合調査）３３．１％に比べ高い状況である。 
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    ① 完全週休二日制･･･････････････････････････････････････････ ６４％  

   （他の休日の扱い） 

    ② 変形労働時間制 （１か月単位、１年単位等）･･･････････････ １７％  

    ③ 週休二日 （月に 1回以上、週 2日の休日がある状態）･･･････ １６％ 

    ④ 週休一日 （１日の所定労働時間を短く設定）･･･････････････  ３％ 

  

 一方、各都道府県内を主に営業展開している団体会員の企業では、完全週休二日制

（17％）が低く、変形労働時間制（48％）が高い状況である。 

 

 

  2）３６協定上からみた時間外労働の現況 

 建設業では５年後より上限規制が適用され、時間外労働は「月 45時間・年 360時間」

が上限となり、特別条項付き 36協定を締結することで労働時間の上限を増やすことがで

きるが、「年間 720時間、月 100時間未満、かつ２～６カ月平均で 80時間以内」に対応せ

ねばならない。 

 現況は、特別条項において年間の延長時間 720時間超としている企業会員が５５％と高

い状況である。 

 

    ３６協定上の現状（対象：内線工事部門）   

 

 

３．現場の勤務実態 

  1）時間外労働 

 時間外労働の上限規制の適用への対応として本会は、段階的に時間外労働時間の削

減をはかり、月の残業時間８０時間を超さない労働環境の確保を進めて行くが、現状

は下記の通り。 

① １カ月の時間外労働の最大値 （２０１８年１１月度） 

    ８０時間超････････４９％  
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    ② 技術系社員の時間外労働が多くなる理由 

 時間外労働が多くなる理由の上位３項目によって得た結果は、「人員が不足してい

るため（交代要員がいない） 60％」が最多、「技術者の業務量が多いため 41%」、

「発注者からの不規則な要望に対応する必要があるため（予期せぬ設計変更等） 

22％」と続く結果となる。 

      

 

 2）現場での週休二日の導入実態 

 建設業就業者の長時間労働は、週休二日が建設現場で普及していないことが大きな要因と

なっており、また週休二日は若者が職場に魅力を感じるための大きな要素であり、その実態

は下記の通り。 

 

  ① 現場における週休二日（土曜日に限らず）の実施状況 

  週休二日は現時点では「ほとんど実施されていない 37％」であった。 
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② 週休二日が進まない理由 

 週休二日が進まない主な理由に「工程が厳しく組み込めない 63％」が示され、また本会

の会員が受注する工事は約７割が改修工事である状況を反映し「施設休業日にしか作業でき

ない 37%」の回答を得ている。  

       

 

 

４．女性技術系社員の採用促進 

 回答者数が少なく全体値を示す値ではないが、回答を得た企業の内、女性技術者が在籍

する企業では女性の割合は７％であった。 

 

 

 また、現在、各企業では技術系女性の採用意識が高まっており、今後ＣＡＤ・製図を中

心としさらには積算、現場管理業務の担当へと期待が高まっている。 
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５.生産性向上に向けた取組 

 

 1）生産性向上に向けた取組み状況 

   ７割の会員が定期的に社内会議等を開き取組みを進めている。 

 
 

 

 2）取組み中の事例 

   各取組みの詳細事例は次の通り。 

      

       
 

 

 3）取組む上で障害となる理由 

 ５割強の会員が「それらの取組みコスト負担の大きさ」「自社だけでは取り組めない」を課

題としており、個々での取り組みの難しさが示された。 

 

 

 

  



6 
 

                  

６. 工期遅れを引き起こす要因 

 電気工事は前工程遅れによる”しわよせ”を受けやすいが、その「工期遅れを引き起こす

要因」での最多回答は「発注者による追加・変更指示があった 58％」であり、過去行った

調査でも最多回答であった。全体として幾分改善の傾向を示している。その他意見では「人

材不足による資機材の調達納品の遅れにより工程に影響を受けている」との回答もあった。 

 

  
 

以 上 

   


